
 

福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱 

制  定 平成２０年３月３１日１９農計第４４８９号  

一部改正 平成２２年４月 １日２１農振第３５８８号  

一部改正 平成２４年４月 ２日２３農振第３９０７号  

一部改正 平成２５年４月 １日２４農振第６０８９号  

一部改正 平成２６年１月 ６日２５農振第２４８４号  

一部改正 平成２７年６月２２日２６農振第６５２１号  

一部改正 平成２８年４月 １日２７農振第５６９９号  

一部改正 平成２９年１１月１日２９農振第４３１２号 

一部改正 平成３０年４月 ２日２９農振第７４１７号  

一部改正 令和 元年７月２９日 １農振第 ９７５号 

    一部改正 令和２年１２月２８日 ２農振第６９６３号 

一部改正 令和 ３年４月 １日 ２農振第８５７４号 

一部改正 令和 ４年４月 １日 ３農振第６９１８号 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、都市と農山漁村が共生しつつ持続的に発展し、地域の特性に応じた農林

水産業が将来にわたり営まれることを目的に、総合的な対策を推進するため、別表に掲

げる事業に要する経費について、市町村等に対し、予算の範囲内において補助金を交付

するものとし、その交付に関しては、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則

第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助の対象及び補助率等） 

第２条 事業名、目的、対策名及び事業の種類（以下「事業名」という）、事業実施主体、

採択基準、補助金交付の対象となる経費、及び補助率は、別表のとおりとする。 

 

（事業実施計画の承認） 

第３条  補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、福岡県農山漁村振興等総合対策

事業実施計画承認申請書（様式第１号。以下「承認申請書」という。）を知事に提出し、

その承認を受けるものとする。 

２ 知事は、提出された承認申請書の内容が別表に定める採択基準等を満たし、かつ、そ

の内容が適正と認められるときは、これを承認し、その旨を市町村等の長に通知するも

のとする。 

３ 事業の実施計画の重要な変更については、第１項及び第２項に準じて行うものとする。 

４  前項の事業の実施計画の重要な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる内容のうち 

 下線を引いた内容とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、福岡県農山漁村振興等総合対策



 

事業費補助金交付申請書（様式第２号。以下「交付申請書」という。）を知事に提出し

なければならない。 

２ 市町村長等の長は、前項の交付申請を提出するにあたって、各事業実施主体におい

て当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する、消費

税仕入控除税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減

額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕

入控除税額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。 

３ 事業の実施については、交付決定後に着手することとする。ただし、円滑な実施を

図る上で、交付決定前に着手する場合にあっては、市町村等の長は、その理由を明記

した交付決定前着手届（参考様式）をあらかじめ知事に提出しなければならない。 

この場合において市町村等の長は、交付決定までのあらゆる損失等は、自らの責任

とすることを了知の上で行うものとする。 

 

 （交付決定の通知） 

第５条 知事は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決

定を行い、決定通知書を市町村等の長に送付するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 補助金の交付決定を受けた市町村等の長は、規則第７条第１項の規定により補助

金交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による決定通知書を受領した日

から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（申請内容の変更承認等） 

第７条 市町村等の長は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げ

る変更をしようとするときは、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金変更承認申

請書（様式第３号。以下「変更承認申請書」という。）を知事に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 知事は第１項の承認をしたときは、補助金変更交付決定通知書を市町村等の長に送

付するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条 市町村等の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、福岡県農山

漁村振興等総合対策事業中止（廃止）申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承認

を受けなければならない。 

 

（概算払） 



 

第９条 市町村等の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、福岡県農山漁村振興

等総合対策事業費補助金概算払請求書（様式第５号。以下「概算払請求書」という。）

を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。 

 

（状況報告） 

第１０条 市町村等の長は、補助金の交付決定に係る年度の１２月末日現在において、福

岡県農山漁村振興等総合対策事業遂行状況報告書（様式第６号）を作成し、当該年度の

１月２０日までに知事に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもっ

てこれに代えることができる。 

 

（補助事業が完了しない場合の手続等） 

第１１条 市町村等の長は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の

遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類

を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 市町村等の長は、福岡県農山漁村振興等総合対策事業実績報告書（様式第７号。

以下「実績報告書」という。）を補助事業の完了の日から起算して１月を経過した日又

は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知

事に提出しなければならない。 

２ 第４条第２項ただし書に該当する市町村等の長は、前項の実績報告を提出するに当

たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補

助金から減額して報告しなければならない。 

３ 前項に規定する市町村等の長は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費

税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額

（前項の規定により減額して報告した市町村等の長については、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（様式８号）により速やかに知事

に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、市町村等の長は、各事業実施主体の当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

明らにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額

の確定の日の翌年６月３０日までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

 （事業成果報告） 

第１３条 別表の事業名の欄に掲げる事業を実施した市町村等の長は、事業実施年度の翌

年度から３年間、福岡県農山漁村振興等総合対策事業実施成果報告書（様式第９号）を

毎年６月２０日までに知事に提出しなければならない。 

  



 

（書類の提出） 

第１４条 この要綱の規定により市町村等の長が知事に提出する書類は、所轄農林事務所

長を経由して、正副２部提出しなければならない。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第１５条 この要綱において書面等により行うこととしているものについては、当該規

定に関わらず、電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を

含む。以下同じ。）と申請等をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。ただし、第４条

の規定による交付申請、第７条の規定による変更承認申請については、使用できる電

子情報処理組織はふくおか電子申請サービスのみとする。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、この要綱に規定する書面等により行

われたものとみなして、当該申請等に関する要綱の規定を適用する。 

 

（関係書類の整備） 

第１６条 規則第１０条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度か

ら起算して５年間整備保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度から令和５年度までの補助

金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度から平成２３年度までの補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月２日から施行し、平成２４年度から平成２６年度までの補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興等総合対策

事業費補助金交付要綱の規定は、平成２５年度から平成２６年度までの補助金について適

用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１月６日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興等総合対策

事業費補助金交付要綱の規定は、平成２５年度から平成２６年度までの補助金について適

用する。 



 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月２２日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興等総合対

策事業費補助金交付要綱の規定は、平成２７年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

ただし、平成２７年度までに実施した事業については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月２９日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興等総合対策

事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１２月２８日から施行し、改正後の福岡県農山漁村振興等総合対

策事業費補助金交付要綱の規定は、令和２年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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事業実施計画

（第３条）

補助金交付申請

（第４条）

補助金変更承認申請

（第７条）

事業中止(廃止)申請

（第８条）

概算払請求

（第９条）

事業遂行状況報告

（第１０条）

事業実績報告

（第１２条）

年度消費税仕入控除税額
報告書

（第１２条）

事業成果報告

（第１３条）

申請書(様式第2号)

変更申請書(様式第3号)

中止(廃止)申請書(様式第4号)

福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱様式一覧表

中山間地域活力創出推進事業

申請書(様式第1号)

計画書(別添1)

報告書(様式第8号)

報告書(様式第9号)

成果報告書(別添1）

概算払請求書(様式第5号)

報告書(様式第6号)

報告書(様式第7号)



様式第１号（第３条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　

注１）（　　　）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

注２） 下記の事業の種類ごとに別添様式に基づき、作成すること。

１ 　事業区分

２ 　事業費の負担区分

　　消　費　税　額

　　合　　　計

円 円 円

　　小      計

事業の種類 事 業 費

負　　　担　　　区　　　分

備　考

県　　費 市町村等費

○○年度福岡県農山漁村振興等総合対策事業実施計画（　　　     　　　）
の（変更）承認申請について

　このことについて、別紙事業計画により事業を実施したいので、福岡県農山漁村振興等総合
対策事業費補助金交付要綱第３条第１項の規定により別紙のとおり申請します。

事　　業　　名 事業の種類 様　式

中山間地域活力創出推進事業 地域協議会活動支援 別添１



様式１号　別添１（中山間地域活力創出推進事業）

【地域協議会活動支援】

１．支援体制づくり

（１）取組計画（実績）

（２）経費の内訳（実績）

経費区分

報酬

報償費

旅費

需用費

通信運搬費

使用料及び賃借料

備品購入費

合　　計

委託料

※行は適宜追加すること

単位：円

⑤

事業費（円）

合計

③

④

①

②

※事業量には回数、件数、部数、人数等を記入する。

中山間地域活力創出推進事業
事業計画書（実績報告書）

内容 事業量 事業費（円）

（例） 移住相談会への参加 １回



２．半農支援

（１）支援計画（実績）

３．受け皿整備

（１）整備計画（実績）

（２）経費の内訳（実績）

合　　計

給料

工事費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

旅費

需用費

通信運搬費

区　分

お試し農業

実践支援

技術研修

人　数 期　間 事業費（円）

内容 事業量 事業費（円）

２台

①

②

③

※行は適宜追加すること

単位：円

④

⑤

報酬

合計

（例） 耕運機の購入

合　計

経費区分 事業費（円）

報償費

※事業量には回数、件数、部数、人数等を記入する。



様式第２号（第４条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　印

１　事業の目的

２　事業の内容　　

福岡県農山漁村振興等総合対策事業（             事業）費補助金交付申請
書

記

　○○年度において、下記のとおり事業を実施したいので、福岡県農山漁村振興等総合対策事
業費補助金交付要綱第４条の規定により、補助金　　　 　　円を交付されるよう申請しま
す。

注１） （　　）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。
注２） 事業の目的及び内容については、各事業ごとに承認された事業実施計画書を転記す
　　　 ること。
注３） 様式の申請者名の欄にある「印」は押印を義務づけるものではなく、押印がなくて
       も署名があれば受け付けるものである。



３　経費の配分

　　計

４　収支予算（精算）

　（１）収入の部

　（２）支出の部

５　事業完了（予定）年月日

６　添付書類

　（１）市町村の補助金交付に関する要綱等関係規程の写し。

　（２）予算決議書の写し。ただし、予算未計上の場合は予算計上確約書。

　（３）実施設計書

　（４）その他参考となる資料

事業の種類

負　　　担　　　区　　　分 備　考

市町村等費

事業費

県費

　 比　較　増　減

増

消費税額

小　　計

県補助金
○ ○ ○

計

円 円 円

計

事業費
補助金

備考区　　分
本年度予算額
(本年度精算

額)

前年度予算額
(本年度予算

額)

　 比　較　増　減

前年度予算額
(本年度予算

額)

増 減

円

円

円

備考

事業費

区　　分
本年度予算額
(本年度精算

額)

円 円 円 円

減



様式第３号（第７条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　印

１　変更の理由

２　事業の内容

３　経費の配分

４　収支予算

５　事業完了予定年月日

注１）（　 ）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

  ２）２～５は、補助金交付申請書（様式第２号）に準じる。

  ３）変更部分は二段書きとし、上段に変更前を括弧書きで記載し、下段に変更後を記載する。

  ４）添付資料は、変更がある場合のみ、変更後を添付する。

福岡県農山漁村振興等総合対策事業（　　　　　事業）費補助金変更承認申請書

記

　　　 　年　　月　　日　　第　　　　号で交付決定のあった標記事業について、下記のとお
り事業の内容を変更したいので、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱第７条
第１項の規定により申請します。

  ５）様式の申請者名の欄にある「印」は押印を義務づけるものではなく、押印がなくても署
　　　名があれば受け付けるものである。



様式第４号（第８条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　

１　中止（廃止）の理由

２　事業の内容

注１）　（　 ）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

福岡県農山漁村振興等総合対策事業（　　　　　事業）中止（廃止）申請書

記

　　　 　年　　月　　日　　第　　　　号で交付決定のあった標記事業について、下記のとお
り事業を中止（廃止）したいので、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱第８
条の規定により申請します。



様式第５号（第９条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

　（所在地）

補助事業者名　　　　

　　

注１）　（　　　）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

○年○月○日現在

事業 事　業 事　業 交　　付 既受領額 今回請求額 残　　額 年月日まで 事業完了

の種 実　施 の予定 （予定）

類 主　体 内　容 決 定 額 出来高 年月日

(A) 　　　(B) 　　　(C) 　(A-B-C)

円 　　　　円 　　　　円 　　　　円 　　　％

計

福岡県農山漁村振興等総合対策事業（　　　　　事業）費補助金概算払請求書

記

　　　　年　月　日　第　　号で交付決定のあった標記事業費補助金について、福岡県農山漁村振
興等総合対策事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、金　　　　　　円を概算払により
交付されるよう請求します。



様式第６号（第１０条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

　（所在地）

補助事業者名　　　　

注１）（　　）の欄には別表に掲げる事業名を記入すること。

事業 事　業 事　業 交　付 出来高 出来高 残　高 事　　業

の種 実　施 事業費 完　　了 備　考

類 主　体 内　容 決定額 事業費 比　率 事業費 (予定)

　(A) 　　(B) 　(B/A) (A)-(B) 年 月 日

円 　　　円 　　　円 　　 ％ 　　　円

　　福岡県農山漁村振興等総合対策事業（　　　　　　　　　　　　　事業）遂行
　　状況報告書

計

　　　 年　月　日　　第　　号で交付決定のあった標記事業について、福岡県農山漁村振興
等総合対策事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり１２月末日現在の事
業遂行状況を報告します。

記



様式第７号（第１２条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

　（所在地）

補助事業者名　　　　

１　事業の目的

２　事業の内容

３　経費の配分

４　収支精算

５　事業完了年月日

６　添付書類　　事業実績報告書（別表に掲げる事業毎の別添様式を添付）

注 １）　（　　）の欄には別表に掲げる事業名を記入すること。

　 ２）　１～５は、補助金交付申請書（様式第２号）に準じる。

 　３）　補助金交付申請書（様式第２号）又は変更承認申請書（様式第３号）に記載し
　　　　 ている内容と相違する部分は二段書きとし、上段に補助金交付申請書又は変更
         承認申請書に記載した内容を括弧書きで記載する。

　　福岡県農山漁村振興等総合対策事業（　　　　　　　　　　事業）実績報告書

　　　　年　月　日　第　号で交付決定のあった標記事業について、下記のとおり実施しまし
たので、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱第１２条第１項の規定により報
告します。

記



様式第８号（第１２条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

　（所在地）

補助事業者名　　　　

　　１　補助金の確定額（　　年　月　日　　第　　　　号による額の確定通知額）

金 円

　　２　補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額

金 円

　　３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額

金 円

　　４　補助金返還額（３－２）

金 円

　（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

　 　　なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を添付

　　　すること。

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認でき

　る資料も併せて提出すること）

・補助事業者が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合、同項に規定

　する特定収入の割合を確認できる資料

　　５　当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況

　　　　を記載

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　年度消費税仕入控除税額報告書（　　　　　　　　　　事業）

　　　　年　月　日　第　号で交付決定のあった標記事業について、福岡県農山漁村振興等
　　　総合対策事業費補助金交付要綱第１２条第３項の規定により下記とおり報告します。

記



　　（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時

　　　　　期も記載すること

　　６　当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　 　(注)記載内訳の確認のため、以下の資料を添付すること。

　　　　なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、すべての構成員分を

　　　添付すること。

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事

　業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及

　び損益計算書等、売上高を確認できる資料

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における

　消費税確定申告（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・消費税法第６０条第４項の定める法人等である場合は、同項に規定する特

　定収入の割合を確認できる資料



様式第９号（第１３条関係）

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　

注１）（　　　）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

注２） 下記の事業ごとに別添様式に基づき、作成すること。

　　○○年度福岡県農山漁村振興等総合対策事業実施成果報告書
　　（　　　     　　　　事業）の提出について

　このことについて、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費補助金交付要綱第１３条の規定に
より別紙のとおり報告します。

事　　業　　名 様　式

　１　中山間地域活力創出推進事業 別添１



別添１　（第１３条関係）中山間地域活力創出推進事業

１．支援計画の目標の達成状況

※目標設定数に応じて、行は適宜追加

２．半農支援状況

①　技術研修 （人）

添付資料
・研修計画書および研修報告書
・写真等　研修の様子がわかる資料

②　実践支援 （人）

添付資料
・就農計画書および就農状況報告書
・写真等　就農の様子がわかる資料

（うち、技術研修受講者）

Ｒ〇年度 Ｒ〇年度 Ｒ〇年度

実践者数

（うち、お試し農業参加者）

研修者数

達成、未達成の要因、課題　等

Ｒ〇年度 Ｒ〇年度 Ｒ〇年度

対目標
(%)

目　標　項　目
現状

（　年度）
目標

（　年度）
１年目実績
（　年度）

２年目実績
（　年度）

３年目実績
（　年度）

福岡県農山漁村振興等総合対策事業実施成果報告書

事業名 中山間地域活力創出推進事業

事業実施年度 年度



参考様式

 番　 　　号

 年　月　日

福岡県知事　殿

（所在地）

補助事業者名　　　　

注１）（　　　）の欄には、別表に掲げる事業名を記入すること。

注２） 下記の事業ごとに別添様式に基づき、作成すること。

１

２

３

記

交付決定を受けた交付金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、
異議がないこと。

当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更はない
こと。

交付決定を受けるまでの期間内に、天変地異等の事由によって実施した事業に損失を生じた
場合、これらのあらゆる損失は、事業実施主体が負担するものとする。

　　○○年度福岡県農山漁村振興等総合対策事業　（　　　  　　　事業）
　　交付決定前着手届

　下記条件を了承の上、交付決定前に着手したいので、福岡県農山漁村振興等総合対策事業費
補助金交付要綱第４条第３項の規定に基づき、提出します。

事業費
事業名

（対策名）
着手予定年月日 完了予定年月日 理由


